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＜例：土木費＞ 

（款） （項） （目）  （節） 

土木費 土木管理費 土木総務費 １～２８（目のそれぞれを２８節に区分する）

土木出張所費 １～２８ 

建設業指導監督費 １～２８ 

建築指導費 １～２８ 

道路橋りょう費 道路橋りょう総務費 １～２８ 

道路維持費 １～２８ 

 

（３）事故繰越し 

原則 ：歳出予算の経費の金額は、翌年度において使用することはできない 

例外①：繰越明許費 

例外②：避けがたい事故の為に年度内に支出を終わらなかったものは翌年度も繰越し使用できる 

 

４ 決算 

けんちゃんの用語 

【会計管理者】 

会計管理者（かいけいかんりしゃ）とは、地方公共団体の会計事務をつかさどる一般職の地方公務

員である。地方公共団体の長の補助機関であり、職員のうちから一名を、地方公共団体の長が命ず

る。（168 条） 

2007 年 4 月 1 日にこれまでの収入役・出納長に替えて新設された役職。 

 

会計管理者は決算を調整し、出納閉鎖後３か月以内に長に提出する。 

  ↓ 

長は監査委員の審査に付す 

  ↓ 

長は議会の認定に付す 

  ↓ 

知事は総務大臣に、市町村長は知事に報告 

    ↓ 

住民に公表 

けんちゃんの参考資料 

この議会の認定は、その年度の収支の内容を検討して確認するとともに、議会の意思を明らかにし

て執行機関に必要な措置を求め、又は将来の参考に資する事を目的とするものであり、決算が認定

されなくても、既に行われた収入・支出の効力には影響を及ぼさない。 

 

５ 契約 

原則：一般競争入札の原則 

例外：政令で定めると、指名競争入札・随意契約・せり売り ができる 
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第５章 地方公共団体の機関 

２ 議会 

１．組織 

（５）議員の報酬等 

② 費用の弁償 

議会の本会議や委員会に議員が出席した際に、交通費などとして一定の額が支払われる制度。 

議員報酬や政務調査費とは別に支給される。 二十取りだとの批判が絶えない。 

 

けんちゃんのまとめ 

【議会の組織】 

議
会 

普通地方公共団体に議会を置く（89 条） 

※町村は、条例で、議会を置かず総会を設けることが出来る(94 条) 

定数 条例で定める(90 条①、91 条①) 

議
員 

兼
職
禁
止 

①衆議院議員、参議院議員(92 条①) 

②地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員(92 条②) 

地方公共団体に対して請負する者等（92 条の２） 

長、副知事、副市長村長、選挙管理委員 

任期 4 年 

 

２．権限 

（１）議決事件 

議会が議決できるものは９６条①１号から１５号と②に定められたものに限られている。 

② 予算を定める事 

予算の議決について・・・長の提出した予算案に対して議会は、否決・削減・増額の議決ができる。 

         

（９７条②）議会は予算について増額して議決することを妨げな

い。 

但し、長の提出の権限を侵す事はできない 

                        （減額修正には制約はない） 

長が提案した予算案が修正された場合、長は拒否権をもつ。（プリント P119 一般的拒否権） 

 

⑤ 私法上の契約の締結に関しても、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める

契約の締結については、普通地方公共団体の議会は議決しなければならない 

 

⑯ 普通地方公共団体は、地方自治法第 96 条 1 項で列挙されているものの他に条例で普通地方公共団体

に関する事件（法定受託事務に係るものにあっては、国の安全に関することその他の事由により議

会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。）につき議決事項

を追加することが認められている 
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（２）各種の調査権限 

① 事務の書類検閲・執行検査権 

長その他の執行機関が行政の執行を適切に行っているか監視する権限の事。三種ある 

① 検閲検査権 （９８条①）←カッコ書き大事（テキスト図表で整理） 

② 監査請求権 （９８条②）←カッコ書き大事（テキスト図表で整理） 

③ 意見書提出権（９９条） 

 

けんちゃんの参考条文 

（９９条）普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を

国会又は関係行政庁に提出することができる。 

 

② 100 条調査権 

（１００条カッコ書きと、①③⑨⑪からの出題あり。それ以外も見ておく事） 

議会は地方公共団体の事務に関する調査を行い選挙人その他の関係人の出頭・証言・記録の提出を求

める事ができる。 

また、議会が 100 条調査権を行使する場合、あらかじめ当該普通地方公共団体の長その他関係する官

公署との協議を経る必要は無い。事に注意にしてね。過去問からの出題だよ 

 

けんちゃんの参考条文 

（１００条①） 

100 条調査権では当該普通地方公共団体の事務すべてについて調査できるわけではなく調査権が及

ばないものもあり、すなわち「自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で

政令で定めるもの」「法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由によ

り本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるもの」 は除外されている 

（１００条③） 

議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため、選挙人その他の関係人に出頭および証言ま

たは記録の提出を請求した場合に、正当な理由がないのに、これを拒否したときは、条例の定めると

ころにより、6 箇月以下の禁錮又は 10 万円以下の罰金に処することができる。 
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けんちゃんのまとめ 

【100 条調査権のまとめ】 

・ 100 条調査権とは、普通地方公共団体の議会の監視権限の一つであり、国会の国政調査権に相

当する権限。調査対象には、議案調査、政治調査、事務調査 がある。 

 

100 条調査権 

調査範囲 自治事務・法定受託事務 

調査の対象外 

自治事務・・・労働委員会、収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるも

のを除く 

法定受託事務・・・国の安全を害する恐れがることその他の理由により政令で

定めるものを除く 

調査 
普通地方公共団体の議会は、上記事務に関する調査を行い、選挙人その他の関

係人の出頭、証言、記録の提出を請求することができる。 

請求拒絶の罰則 

出頭、記録の提出の請求を受けた選挙人・関係人が、正当な理由がないのに、

出頭・記録の提出をせず、また証言を拒んだときは 6 か月以下の禁錮又は 10

万円以下の罰金に処する 

職務上の秘密 

選挙人・関係人から、公務員たる地位において知り得た職務上の秘密である旨

の申立てを受けたときは、当該官公署の承認がなければ、証言・記録の提出を

請求できない。当該官公署が承認を拒む場合は、その理由を疎明しなければな

らない。 

公の利益を害する旨 

の声明 

議会が、上記の疎明に理由がないと認めるときは当該官公署に、証言・記録の

提出が公の利害を害する旨の声明を要求することができる。 

声明がないとき 
上記の要求から 20 日以内に、当該官公署の声明がないときは、選挙人・関係

人は、証言、記録の提出をしなければならない。 

虚偽の陳述 
選挙人・関係人が虚偽の陳述をしたときは、3 カ月以上 5 年以下の禁錮に処す

る。（調査終了の議決前に自白したときは、刑を軽減又は免除できる） 

議会の告発義務 
議会は、証言・記録の提出の拒絶、虚偽の陳述の罪を犯したと認めるときは、

告発しなければならない。 

議員の派遣 
議会は、議案の審査、事務に関する調査のために会議規則に定めるところによ

り、議員を派遣することができる。 

政務調査費 

条例の定めるところにより、議員の調査研究に必要な経費の一部として、会派

又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。（交付対象・額・方法は

条例で定めなければならない）（交付を受けた会派・議員は、条例に定めるとこ

ろにより、 収入・支出の報告書を、議長に提出する） 

図書室 
議会は、図書室を附置し、政府・都道府県から送付された官報・広報・刊行物

を保管しなければならない。（図書室は、一般に利用させることができる） 
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けんちゃんのまとめ 

【議会の権限】 

議決事項 

地方自治法に制限列挙されているが（96 条①）、自治事務に関するものに限り 

（96 条②）、条例で議会の議決すべきものを定めることが出来る 

※予算の増額修正 

議会の議決事項の一つとして予算を定めることがあり（96 条①2 号）、議会は増額

して議決することが出来るが、長の予算提出権を侵すことはできない（97 条②） 

検閲及び 

検査、監査 

の請求 

対象 

普通公共団体の事務。 

但し、以下のものを除く 

①自治事務にあっては、労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で

政令で定めるもの 

②法定受託事務にあっては国の安全を害する恐れがあることその他の事

由により議会の検閲・検査・監査委員の監査の対象とすることが適当

でないものとして政令で定めるもの 

(98 条①②) 

検閲 書類及び計算書の検閲 (98 条①) 

検査 執行機関の報告請求、事務の管理、議決の執行及び出納の検査 (98 条①) 

監査 監査委員に対して監査を求め監査の結果に関する報告を請求 (98 条②) 

100 条 

調査権 

対象 検閲及び検査、監査請求と同じ (100 条①) 

行 使

方法 

選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出の請求 (100 条①) 

罰則 

選挙人その他の関係人が正当な理由がないのに、出頭せず若しくは記録を提出

しないとき又は証言を拒んだときは、6 か月以下の禁固又は 10 万円以下の罰

金 (100 条③) 

官 公

署 の

承認 

選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、そ

のものから職務上の秘密に属するものである旨の申立てを受けた時は、その官

公署の承認がなければ、その事実に関する証言又は記録の提出を請求すること

ができない (100 条④) 

 

３．招集および会期 

（１）招集 

招集権者：長 

【臨時会の招集】 

招集請求権者：① 議長（議会運営委員の議決が必要） 

       ② 議員（議員定数の 4 分の 1 以上） 

招集権者：長は請求のあった日から２０日以内に招集 

（都道府県と市は７日前 町村は 3 日前までに告示） 
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けんちゃんのまとめ 

【議会の運営】 

定例会 条例で定める回数招集しないかん (102 条②) 

臨時会 

必要がある場合において、その事件に限り招集し(102 条③)、普通地方公共団体の長は、

付議する事件をあらかじめ告示する (102 条④) 

※緊急を要する事件があるときは、直ちに会議に付議することが出来る (102 条⑤) 

会期 議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会が定める (102 条⑥) 

招集 

定例会・臨時会→長が招集 (101 条①) 

臨時会 

議長 
議会運営委員会の議決を経て長に対して会議に付議すべき事件を示して

臨時会の招集を請求することができる (101 条②) 

議員 
定数の 4 分の１以上の者は長に対して会議に付議すべき事件を示して臨

時会の招集を請求することができる (101 条③) 

議長、議員の定数の 4 分の 1 以上の者から請求があった時は、長は請求があった

時から 20 日以内に臨時会を招集しないかん (101 条④) 

議案 

提出権 

長 (149 条①)及び議員(112 条①) 

※議員の場合は、予算を提出することが出来ず、議案を提出するにあたっては、 

定数の 12 分の１以上の者の賛成がなければならない 

定足数 

表決数 

定足数 定数の半数以上 

表決数 出席議員の過半数 

秘密会 
議長又は議員 3 人以上の発議により、出席議員の 3 分の 2 以上の多数で議決した時は、秘

密会とすることが出来る 
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５．議会の委員会   （執行機関の委員会と区別する事） 

条例で議会に次の委員会を置くことができる 

（１）種類 

① 常任委員会（１０９条） 

② 議会運営委員会（１０９条の２） 

③ 特別委員会（１１０条） 

※ 105 条：議長は委員会に出席し発言する事が出来る 

 

けんちゃんのまとめ 

【委員会】 

原則 設置は任意で条例で設置する 

常任委員会 

職務 

地方公共団体の事務に関する調査を行い議案・陳情等を審査する 

（１００条調査権とは違う。←議会の権限だよ） 

 

選任 

会期の始めに議会において選任し、条例に特別な定めがある場合を除いて

は、議員の任期中在任する。 

 

例えば、岐阜市議会には、総務委員会、産業委員会、厚生委員会、建設委

員会、文教委員会の常任委員会がある 

議会運営委員会 

職務 

①議会の運営に関する事項 

②議会の会議規則、委員会に関する条例などに関する事項 

③議長の諮問に関する事項 

に関する調査を行い、議案、陳情などを審査する 

選任 
会期の始めに議会において選任し、条例に特別な定めがある場合を除いて

は、議員の任期中在任する 

特別委員会 

職務 

議会の議決により付議された事件を審査する 

従って特別委員会は特定事件毎に設置され、特定事件が審議されている間

だけ存在し、その事件が終われば消滅する。 

また、会期中に審議が終わらなかったとしても会期の終了ともに消滅する

 

例えば、岐阜市議会には、 

総合交通対策特別委員会、高齢少子化社会対策委員会、都市活性化対策委

員会、市岐商問題対策特別委員会、ゴミ問題対策委員会の特別委員会があ

る 

 

選任 
議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されて

いる間在任する 

全ての委員会に

適用される事項 

①公聴会の開催 (109 条⑤) 

②参考人の出頭要求 (109 条⑥) 

③議会への議案の提出権 (109 条⑦) 

④ 閉会中の審査 
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３ 長 

１．執行機関の通側 

（２）委員会・委員・付属機関の設置 

・法律の定めで執行機関（委員会や委員）を置く 

・法律又は条例の定めで執行機関の付属機関（自治紛争処理委員会・審査会・審議会・調査会等）

を置くことができる 

 

けんちゃんのまとめ 

【長の地位・権限】 

被選挙権 

都道府県知事→日本国民で 30 歳以上の者 

市町村長→日本国民で 25 歳以上の者 

※知事、長についてはその普通地方公共団体の住民であることは必要でない 

任期 
4 年 

※多選については制限はない 

地位 

・衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤

務職員との兼業の禁止 

・地方公共団体に対して請負する者等との兼職の禁止 

退職 

原則→退職をしようとする日前、知事は 30 日、市町村長は 20 日までに、議会の議長に

申し出ないかん。 

例外→議会の同意があれば、その期日前でも退職できる 

権限 

① 統括し代表する 

② 事務を管理執行する 

③ 担任事務として 

（a）議会への議案の提出 

（b）予算の調整・執行 

（c）地方税の賦課徴収 

（d）決算の議会への認定付託 

（e）会計の監督 

（f）財産の取得・管理・処分 

（g）公の施設の設置・管理・廃止 

（h）証書・公文書の保管 

が例示されている 

④ 権限の代行権 

⑤ 職員の指揮監督権 

⑥ 処分の取消・停止権 

⑦ 行政機関の設置権 

⑧ 公共的団体の指揮監督 

⑨ 内部組織の設置編成 
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４ 議会と長の関係 

１．一般的拒否権 

長は議会が議決した条例の制定・改廃、予算の議決に異議がある時 

   送付を受けた日から 10 日以内に 

   理由を示して 

再議の請求（任意）    出席議員の 3分の２以上の同意により再議に付された議決と同じ議決 

                         ↓ 

議決は確定 

 

２．特別的拒否権 

（１）違法の議決、選挙に関する再議 

再議等の請求（義務的） 

  

なお違法の議決、選挙 

  知事は総務大臣に、市町村長は知事に 

２１日以内に 

審査の申立て 

総務大臣、知事の裁定に不服ある時は 60 日以内に 

 

出訴 

 

けんちゃんのまとめ 

長が提案した予算に対し、議会は原案どおり可決又は原案を否決するほか、修正することも可能で

ある｡（ただし、増額の修正については制限が付されている｡プリント P113 参照） 

提案した予算が修正された場合、長は拒否権をもつ。 

この拒否権は、「一般的拒否権」 のことである。 

また、議会のする増額修正には、制限が設けられているが、この制限を超えての修正など議

会の議決が法令や会議規則に違反していると認めるときは、 

この 「違法の議決、選挙に関する再議」に付さなければならない｡ 

 

（２）義務費の削除・減額の議決に関する再議 

再議の請求（義務的）→なお削減・減額した時→原案通り執行可能 

                      （予算の原案執行権という） 

この義務費を義務的経費と呼んでいる。 

※ 義務的経費とは、地方公共団体の歳出のうち、任意に節減できない極めて硬直性の強い経費。 

例えば、人件費 

扶助費（生活困窮者、高齢者、児童、心身障害者等に対して行っている経費） 

公債費（地方公共団体が借り入れた借金（地方債や一時借入金）の元利償還金    等 
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けんちゃんの用語チェック 

予算の原案執行とは、義務的経費につき議会に再議に付してもなお議会が当該経費を削除又は減額

した場合に、長は当該経費及びこれに伴う収入を予算に計上し執行することがで

きるというものである｡（177 条③）予算議決主義の例外 

        〈具体例〉 

～2011 年 12 月 23 日某新聞より抜粋～ 

銚子市議会は、市立病院の赤字穴埋めのため１億７１８６万円を一般会計から

繰り入れる病院事業会計補正予算案を否決した。さらに、野平匡邦市長が「義

務的経費」に当たるとして提出した再議も否決されたが、最終的に、地方自治

法に基づく市長の「原案執行権」により、予算は執行されることになった。 

 

（３）非常費の削除・減額の議決に関する再議 

再議の請求（義務的）→なお削減・減額した時→不信任の議決とみなしうる 

 

 


